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１．指定概要

建設年

利用対象

令和２年度：３，６９７千円

応募者数

指定期間 令和２年４月　１日　～　令和５年　３月３１日　（　３年間）　

指定管理料 平成３０年度：　　　　２，５２６千円 平成３１年度：　　　　２，３７５千円 令和３年度：　　　　　　　　　　４，１７７千円（見込み）

 八幡町自治会

所在地  

利用料金制 採用している 選定方式 非公募（特例） ******

指定管理業務の内容

(1)　公衆浴場の維持管理に関する業務
(2)　公衆浴場の利用に関する料金の徴収等に関する業務
(3)　公衆浴場の設置目的の達成に資する事業に関する業務
(4)　公衆浴場の利用者の利便性を向上させるために必要な業務
(5)　その他公衆浴場の運営に関し市長が必要と認める業務

指定管理者
名称

令和2年度　指定管理者の管理運営に対する評価シート
施設番号

部 市民部 課 環境課

名称

所在地

設置目的  市民の健康増進及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。施設概要

指定管理
開始年度

平成　１８　年

規模

 近江八幡市立八幡町第1共同浴場

 近江八幡市八幡町213番地

　　昭和４７年（大規模修繕　　　　年）

　　　　　　全市　　　　　　　　　　　地域　　　　

敷地面積　１，０７７．１９　㎡、延べ床面積　２７６．４２　㎡、階数　地上　１階、地下　　階



２．施設の設置目的の達成に関する取り組み【有効性】
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（課題）
高齢化等により日常的な利用者が年々減少してい
る。

(よかったと評価できる事項)
利用者の満足度向上および集客につながっ
た。

(改善を要した事項と対応)
特になし。

（課題）
新規顧客の獲得のため、さらなるＰＲが必要。

そ
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自
主
事
業

前年度と同様の自主事業を計画している。  元日の浴場無料開放など集客向上に努められた。

令和２年度実績 検証
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〔目標〕
利用者の利便性向上により、利用促進につなげる。

〔具体的な取り組み〕
利用促進につながるよう、利用者ニーズにあった開所日や開所時間と
なるよう工夫する。
利用料の設定について、施設の利用状況等を勘案し、利益追求するだ
けでなく工夫する。

利用促進につながるよう、利用者ニーズにあった開所日や開所時間と
なるよう工夫した。前年に比べて開館日数が減少している点について
は、コロナウイルス感染症拡大防止のため、市の指示により浴場を閉
鎖したため。

・開所日数：２７３日（前年比ー２６日）
・利用者数：２６，０６０人（前年比ー８，１２５人）

(よかったと評価できる事項）
機械トラブルによる休館の際、定休日の日曜
日を利用者のために開館し、臨時営業される
など利用者の利便性向上に努められた。

(改善を要した事項と対応)
コロナウイルス感染症による浴場閉鎖から、
営業再開後に入浴者数が減少したが、既存客
の呼び戻しにつながるアイデアが出てこな
かった。

（課題）
入浴者数が年々減少しているため、新たな利
用者獲得につながるPR等を継続して実施して
いく必要である。
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〔目標〕
日常点検・法定点検・定期点検・検査等を適切に行い、施設等の維持
に必要な保守管理を行うとともに利用に支障のない状態を維持する

〔具体的な取り組み〕
① 施設の維持管理業務
　・建物、施設の清掃および日常点検
　・ゴミの適正な廃棄処分
　・敷地内の除草管理等
　・施設・設備等の１０万円以下の修繕等について行う
② 設備管理業務
　・浴槽水検査
　・ボイラー排ガス測定
　・高架水槽点検
　・消防設備点検
　・浴槽水消毒薬剤投入等

① 施設の維持管理業務
　・建物、施設の清掃および日常点検（毎営業日）
　・ゴミの適正な廃棄処分（随時）
　・敷地内の除草管理等（年２回）
　・施設・設備等の１０万円以下の修繕等について行った。
② 設備管理業務
　・浴槽水検査（年１回）
　・ボイラー排ガス測定（年２回）
　・高架水槽点検（年１回）
　・消防設備点検（年１回）
　・浴槽水消毒薬剤投入等（毎営業日）

(よかったと評価できる事項)
　老朽化したシャワー水栓等、設備改修を積
極的に実施していただいた。

(改善を要した事項と対応）
特になし

(改善を要した事項と対応)
特になし。

〔目標〕
施設を安全かつ適切に運営する

〔具体的な取り組み〕
①　施設利用者の安全確保および快適な施設であるよう努める。
②　施設の効率的かつ弾力的な運営および利用促進を図ること、また
利用者の意向を十分反映したサービスの向上に努めること。
③　利用料金を適切に徴収する。

①　施設利用者の安全確保および快適な施設であるよう努める。
     ・始業前等日常点検等を行うことにより安全な運営ができた。
　　　　（毎営業日）
②　施設の効率的かつ弾力的な運営および利用促進を図ること、
　　また利用者の意向を十分反映したサービスの向上に努めること。
　　・利用者のニーズに合わせ開所時間等を工夫した。
③利用料金を適切に徴収する
　　・利用者から適切に利用料金を徴収した。（毎営業日）

(よかったと評価できる事項)
日常点検により、安全な営業が行えた。また、開
所時間帯を工夫するなど、利用者のニーズに沿っ
た営業を行えた。

（課題）
施設が老朽化しているため日常的な点検が必
要である。

目標と具体的な取り組み（計画）



３．効率性の向上に関する取り組み【効率性】

４．利用者の満足度調査等【有効性】 ５．指定管理業務に関して、指定管理者から市への要望

６．指定管理者の自己評価コメント ７．所属の総括コメント

コロナウイルス感染症により浴場の閉鎖を余儀なくされたが、営業再開後は感染防
止対策を実施した上で安定した浴場の運営を実施することができた。しかし、コロ
ナウイルス感染症による閉鎖以前と比べると客足の減少は顕著であり、集客向上が
今後も引き続き課題となっている。

　コロナウイルス感染症によって浴場の閉鎖を実施いただいたが、営業再開後は感染防止対策を実施いただいたうえ
で感染症の流行という特殊な状況下においても施設が開所できるよう適切な維持管理に努められた。また、多数の高
齢者が利用される中で憩いの場づくりとしても務められた。
　しかし、入浴者数の減少には歯止めがかけられない状況であり、収入確保の対策が必要である。
また、設立当初から長い年月が経っており、建物の長寿命化へ向けた検討が必要だが、基幹的な修繕については政策
的判断が必要である。

実施内容・時期

評価頂いている内容

苦情・意見等

①浴場のトイレは設立以来汲み取り式であるため水洗化をお願いした
い。
②設立されてから長い年月が経っているので、他の基幹的な部分にも
いろいろ問題が生じてくる可能性がある。浴場自体の長期安定経営の
ために、基幹的な部分の修繕をお願いしたい。
以上①～②の要望を受けている。

 利用者と直接対話する番台や自治会での集まりなどで利用者ニーズの把握に努める。

市内の公衆浴場はここだけになったので、無くさないでほしい。

(よかったと評価できる事項)
浴場を通じて地域住民のコミュニケーション
の場となり、独居高齢者の安否確認につなが
るなど福祉の向上に寄与した。

(改善を要した事項と対応)
重油代の高騰に加え、入浴者数の減少により
赤字が発生している。そのため可能な限り重
油の使用を節約した。

（課題）
入浴者数が年々減少しているため、継続して
新たな利用者獲得につながる事業を展開する
など、収入確保の対策が必要である。

収支状況

前年度実績

■収入（１０，０１７千 円）
　指定管理料　２，３７５千円　　利用料等　７，６４２千円
　＊利用料　　　大人　２５０円　　　　小人　６０円
　
■支出（１０，１８６千円）
　人件費　４，３３９千円　　維持管理経費等　５，８４７千円

 令和２年度実績

■収入（１０，４７１千 円）
　指定管理料　３，６９７千円　　利用料等　６，７７４千円
　＊利用料　　　大人　２５０円　　　　小人　６０円
　
■支出（１０，３０２千円）
　人件費　４，６２４千円　　維持管理経費等　５，６７８千円


